
  

第73号議案（固定資産税・市民税の超過課税案）の修正可決までの主な経過 

年月 市議会への説明・提案 市民の皆様への説明 

19年 

９月 

平成19年９月議会 

合併協議の際、新市の都市計画マスタープランの見直し及び都市計画区域の見直しにあわせて検討する

こととされた「都市計画税のあり方の見直しについて、検討をスタートしたことを表明」 

検討の考え方は、市民の受益と負担の公平性の確保と財源確保の観点から、都市計画税の市全域課税、

他の税目の超過課税等様々な選択肢について、議会や市民の意見を聞きながら、検討を進める。 

 

11月 

11月14日・26日 市議会全員協議会 

都市計画税の主な充当事業である下水道事業に係る借入金の状況、他自治体の状況、都市計画税と固定

資産税の比較等を報告し、検討状況について、次のとおり説明 

１ 旧豊岡市域のみに都市計画税という特別な負担を求めることは、不公平な状態であること。 

２ 現行の都市計画税を単純に廃止すると社会基盤整備の財源が不足すること。 

３ 財源不足となる約5.7億円について、固定資産税の超過課税又は都市計画税の全域課税で確保する

ことを有力な選択肢として検討していること。 

11/6～12/4 

旧市町ごと６地域の区長協議会で、11月市議会

全員協議会と同趣旨の内容について説明 

12月 

12月議会総括説明 

固定資産税の超過課税又は都市計画税の全域課税の選択肢について、今後も引続き議会や市民の意見を

聞きながら、適切な結論が得られるよう検討することを説明 

12月10日 説明チラシ全世帯配布 

11月市議会全員協議会と同趣旨の内容のチラ

シを全世帯配布 

20年 

２月 

２月20日 市議会全員協議会 

  都市計画税廃止による財政計画への影響等を報告し、この時点の方針案として、次のとおり説明 

 １ 不公平是正の観点から、現行の都市計画税は廃止が妥当であること。 

 ２ 社会基盤整備の財源確保のため、公平かつ広く薄く市民負担をお願いする観点から、代替財源とし

て固定資産税の超過課税（0.16％）を実施したいこと。 

 ３ 固定資産税の超過課税は平成21年度当初から実施し、同時に都市計画税を廃止する。 

 

３月 

３月議会総括説明 

  今後も議会と議論を重ねるとともに、市民向けチラシを全世帯配布し、また４月から５月にかけて旧市

町ごと６地域で市民説明会を開催し、これらを踏まえて最終方針を決定したい旨を説明 

３月10日 説明チラシ全世帯配布 

２月市議会全員協議会と同趣旨の内容のチラ

シを全世帯配布 

４月 

５月 

４月16日 市議会全員協議会 

  代替財源である固定資産税の超過課税案については、議会や市民からの意見で「資産はあるが収入の少

ない世帯や償却資産分が増税となる法人についての配慮」を求める声が多くあったことから、他の市税の

超過課税の組合せ案について検討した結果、次のとおり方針変更したことを説明 

１ 固定資産税と市民税の超過課税の組合せ案が所得のある方、資産のある方、事業活動を行う法人な

ど納税対象者が多く、税収規模も大きいので、公平かつ広く薄く市民負担をお願いする観点から妥当

と判断したこと。 

２ 組合せ案として次の案を示し、当局としてはウ案が妥当と考えていること。 

ア案：固定税（0.16％）のみの案 

イ案：固定税（0.1％）、個人市民税所得割（0.3％）、法人市民税（現行が標準税率の法人に制限税率

適用）の組合せ案 

ウ案：固定税（0.135％）、個人市民税所得割（0.1％）、法人市民税(現行が標準税率の法人に制限税

率適用）の組合せ案 

4/16～5/2 

旧市町ごと６地域の区長協議会で、４月市議会

全員協議会と同趣旨の内容について説明 

4/22～5/15 

旧市町ごと６地域で市民説明会（252人）を開

催し、４月市議会全員協議会と同趣旨の内容につ

いて説明 

６月 

６月議会総括説明・第73号議案（豊岡市市税条例の一部改正案） 

議会や市民の意見を踏まえ、市の方針は次のとおりとし、市議会に豊岡市市税条例の一部改正案（第73

号議案）を提案した。 

 １ 都市計画税廃止に伴う代替財源として、固定資産税と市民税の超過課税の組合せを採用する。 

 ２ 超過税率の設定は、資産に対する課税の増加幅を小さくし資産はあるが収入の少ない世帯に配慮す

る。 

 ３ 併せて、人件費削減、経費削減などの行政改革を徹底的に進める。 

【当局案 第73号議案（豊岡市市税条例の一部改正案）】 

ア 固定資産税：0.12％（改正後1.52％） 

イ 個人市民税所得割：0.15％（改正後6.15％） 

ウ 法人市民税均等割・法人税割：現行が標準税率の法人について制限税率を適用 

エ 都市計画税は廃止 

※ 施行日：平成21年4月1日 

※ 所管の市民福祉委員会で、十分な審議時間を要するとの理由から、継続審査とされた。 

６月10日 説明チラシ全世帯配布 

第73号議案の内容について説明したチラシを

全世帯配布 

７月 ７月11日・24日 市民福祉委員会 

７月25日 行革チラシ全世帯配布 

  本市の財政状況及び行政改革の取組みについ

て説明したチラシを全世帯配布 

８月 ８月19日・27日 市民福祉委員会  

９月 

９月議会総括説明 

議会から、市民に超過課税の受益を感じていただくため、予算の特別枠の確保について示唆があり、検

討の結果、都市計画税廃止に伴う超過課税が認められた場合は、市民から特に要望が強い分野、また緊急

性が高い事業として、次の事業を実施したいと説明 

１ 鳥獣被害防止緊急対策事業と生活道路排水路等整備緊急対策事業を実施する。 

２ 期間は平成21年度～23年度の３ヵ年とし、予算額は超過課税による税収見込額の１割程度、５千万

円程度とする。 

 

９月29日 ９月議会閉会日 

市民福祉委員会からの修正案、また他に２つの修正案が出され、採決の結果、第73号議案については次

のとおり修正可決された。 

【第73号議案の修正可決の内容】 

ア 固定資産税   ：0.1％←当局案（0.12％） 

イ 個人市民税所得割：0.1％←当局案（0.15％） 

ウ 法人市民税均等割・法人税割：現行が標準税率の法人に制限税率を適用（当局案のとおり） 

エ 都市計画税は廃止（当局案のとおり） 

※ 施行日：固定資産税・個人市民税所得割の改正：平成21年4月1日（当局案のとおり） 

法人市民税均等割・法人税割の改正 ：平成22年4月1日←当局案は平成21年4月1日 

 



  

 


